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市町村のがん検診の項目について

2

◼ 厚生労働省においては、「がん予防重点健康教育及びがん検診実施のための指針」
（平成２０年３月３１日付け健発第0331058号厚生労働省健康局長通知別添）を定め、市町村による科学的根拠に基づくがん
検診を推進。

種類 検 査 項 目 対象者 受診間隔

胃がん検診
問診に加え、胃部エックス線検査又は胃内視鏡検
査 のいずれか

５０歳以上

※当分の間、胃部エック
ス線検査については40歳
以上に対し実施可

２年に１回

※当分の間、胃部エッ
クス線検査については
年1回実施可

子宮頸がん検診 問診、視診、子宮頸部の細胞診及び内診 ２０歳以上 ２年に１回

肺がん検診
質問（問診）、胸部エックス線検査及び喀痰細胞
診

４０歳以上 年１回

乳がん検診

質問（問診）及び乳房エックス線検査（マンモグ
ラフィ）

※視診、触診は推奨しない

４０歳以上 ２年に１回

大腸がん検診 問診及び便潜血検査 ４０歳以上 年１回

指針で定めるがん検診の内容

第39回がん検診のあり方
に関する検討会

令和５年８月９日（水）

資料１
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子宮頸がん検診ガイドラインにおけるHPV検査の位置づけについて

第39回がん検診のあり方
に関する検討会

令和５年８月９日（水）

資料１



子宮頸がん検診へのHPV検査導入に係る議論の経緯について
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⚫ 厚生労働省においては、「がん予防重点健康教育及びがん検診実施のための指針」（以下、「指針」という）を定め、市町村に

よる科学的根拠に基づくがん検診を推進しており、本検討会において科学的根拠に基づくがん検診の方法等について検討するこ

ととしている。

⚫ 「指針」に定めるがん検診の種類・検査方法の選定基準は、国立がん研究センターが作成する有効性評価に基づくがん検診ガイ

ドラインにおいて、推奨グレードA又はBとして示されているものを基本とすることが「「がん検診のあり方に関する検討会」に

おける議論の中間整理（令和元年度版）」において示されている。

⚫ 最新の「子宮頸がん検診ガイドライン」において、「HPV検査単独法」は推奨グレードＡと示されていることに加え、現行の細

胞診単独法と比べて検診間隔を延長することが可能と示されたが、一方で、「その効果を自治体の検診制度の中で発揮するため

には、HPV陽性者に対する長期の追跡を含む精度管理体制の構築が前提であり、遵守できない場合は効果が細胞診単独法を下回

る可能性がある」とされている。

⚫ 第39回本検討会において、HPV検査単独法の指針への導入に向けて以下の内容について整理された。

①特に推奨する年齢の上限 ②受診率の考え方 ③市町村が実施するに当たって満たすべき事項

検診の対象者の定義（年齢、受診間隔等）

○年齢毎に実施する検査は以下の通りとする。
・20歳代：細胞診（２年に１回）を実施
・30歳以上：細胞診（２年に１回）又はHPV検査単独法（５年に１回）の
いずれかを市町村毎に判断

追跡検査の対象者とフォローアップの手法 ○自治体において受診動向を把握する仕組みを整える必要がある。

液状化検体の導入
○HPV検査の結果に応じたトリアージを確実に実施する必要があることから、
液状化検体を用いた検査での運用が可能な体制を整備する必要がある。

自治体・医療機関等において必要な事前準備等
○検診運営に必要な検診マニュアルやチェックリストの作成、モニタリング
体制を整備する。

本日ご議論いただきたいこと



（参考）アルゴリズム及び対象者について

55

がん検診
（HPV検査）

確定精検
（コルポスコープ・組織診）要確定精検

陰性
追跡検査の
必要なし

陽性
トリアージ検査
（細胞診）

検診結果
判明後すぐ

確定精検不要
追跡検査**

(HPV検査)

１年後

次の節目年齢*又はHPV検査陰性確認から５年後

トリアージ検査
結果判明後すぐ

陽性
陰性

追跡検査の
必要なし

：検診事業として実施 ：医療として実施 ：従来の検診では含まれなかった検査

改正前

改正後
※市町村毎にいずれかを選択

細胞診を実施する場合
ＨＰＶ検査単独法を

導入する場合

対
象
者

20歳代
細胞診

（２年に１回）
細胞診

（２年に１回）

細胞診
（２年に１回）

30歳以上
HPV検査単独法（５年に１回）
追跡検査対象者は１年後に受診**

*節目年齢とは、30歳からの5年刻みの年齢のことをいう。



① 特に推奨する年齢の上限について

◼ 現状、子宮頸部の細胞診による子宮頸がん検診は特に推奨する年齢を20-69歳としている。
◼ HPV新規感染率は年齢が上がるごとに低下する。
◼ 子宮頸がんの生涯罹患リスクは、55歳でHPV検査陰性を確認した場合が、70歳で細胞診陰性を確認した場合より低い。

HPV検査単独法による子宮頸がん検診の対象者は、30歳以上の女性として、ガイドラインの推奨を踏まえ、特に推奨する
者を30歳以上60歳以下としてはどうか。
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② 受診率の考え方について

7

◼ 受診率の考え方は以下のとおりとしてはどうか。

○子宮頸部の細胞診を実施の場合（２年に１回）

受診率＝（（前年度の受診者数）＋（当該年度の受診者数）

ー（前年度及び当該年度における２年連続受診者数）/（当該年度の対象者数＊）×100

＊対象者数は、年１回行うがん検診の場合と同様の考え方で算出する。

⇒ 当該市町村の区域内に居住地を有する20歳から69歳以下の女性（特に推奨する者）

○HPV検査単独法を実施の場合（５年に１回）

受診率＝（当該年度及び過去４か年度の間にHPV検査単独法による子宮頸がん検診を１度以上受診し

た者の数＊）/（当該年度の対象者数＊＊）×100

＊追跡検査のみの受診者は除く。

＊＊対象者は、年１回行うがん検診の場合と同様の考え方で算出する。

⇒ 当該市町村の区域内に居住地を有する30歳から60歳以下の女性（特に推奨する者）



③ 市町村が実施するに当たって満たすべき事項について
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◼ HPV検査単独法による子宮頸がん検診の効果を担保するためにはHPV陽性者に対する長期の追跡を含む精度管理体

制の構築が必要であるため、HPV検査単独法を実施するに当たって、市町村が満たす必要がある要件を以下のとお

りとしてはどうか。

＜要件（案）＞

・ HPV検査単独法導入に向けた研修等を導入時に受講していること

・ 個別の対象者の検診受診状況を長期に追跡するため、受診者の情報と検診結果を保存するデー

タベース等を有すること

・ HPV検査単独法を導入するに当たっては、新しい検診方法の導入について、都道府県、地域医

師会及び検診実施機関等関係者の理解と協力が得られていること（※）

・ HPV検査単独法を導入するに当たっては、新しい検診方法について、住民や対象者への普及啓

発を行うこと（※）

（※）関係者で合意形成を行う際や、市町村が住民や対象者への普及啓発を行う際の基礎資料は、

別途自治体等に向けてお示しする予定



これまでの議論を踏まえた指針改正事項（案）①
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○検査方法

・精度管理の観点から、市町村が30歳以上の対象者に対して実施する検査方法については、各市町村で一律にする。

・検診項目は、問診、視診及びHPV検査とし、HPV検査陽性となった場合にトリアージ検査を行う。
さらに、トリアージ検査陰性となった場合に翌年度追跡検査を行う。

○対象者・実施回数等

・HPV検査単独法による子宮頸がん検診の対象者は30歳以上の女性とし、特に推奨する者を30歳以上60歳以下の者
とする。

・HPV検査単独法による子宮頸がん検診については、原則として同一人物について５年に１回行う。
※ 精度管理の観点から、３０歳からの５年刻みの年齢（節目年齢）の者に対し行うことを推奨

・追跡検査については、直近の検診でHPV検査陽性かつトリアージ検査陰性となった者（追跡検査対象者）に対し実
施する。

・対象となる年度に受診しなかった者に対して積極的に受診勧奨を行うとともに、当該年度に受診機会を与える観点
から、受診機会を必ず毎年度設ける。

・節目年齢の者に対して実施する市町村において、節目年齢以外の年齢で受診した者については、追跡検査対象者を
除き、次回は節目年齢に受診勧奨する。

○受診率

・検診間隔が５年に１回の場合の受診率についての算出方法を以下のとおりとする。
✓受診率＝（当該年度及び過去４か年度の間にHPV検査単独法による子宮頸がん検診を１度以上受診した者の
数）／（当該年度の対象者数）×１００



これまでの議論を踏まえた指針改正事項（案）②
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○受診案内

・追跡検査対象者となるHPV陽性者はハイリスク者であることから、節目年齢における受診案内とは別に、

追跡検査対象者への受診案内を実施することとする。

・要確定精検とされたと判定された者に対しても、受診案内を実施する。

○実施に当たっての留意点

・HPV検査とトリアージ検査で同一の検体を用いるため液状化検体を用いることとする。

・子宮頸がん検診の効果を担保するため、検査実施に当たって市町村が満たすべき事項を定める。

✓ HPV検査単独法導入に向けた研修等を導入時に受講していること

✓ 個別の対象者の検診受診状況を長期に追跡するため、受診者の情報と検診結果を保存するデータベース等を有すること

✓ HPV検査単独法を導入するに当たっては、新しい検診方法の導入について、都道府県、地域医師会及び検診実施機関等関係者の
理解と協力が得られていること

✓ HPV検査単独法を導入するに当たっては、新しい検診方法について、住民や対象者への普及啓発を行うこと

○その他

・液状化検体については、少なくともHPV検査及びトリアージ検査の結果が判明するまで保存することとする。

・検診の結果や記録等、所要の項目に、HPV検査単独法導入に当たって必要な内容を記載



今後のスケジュール（案）
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令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度～

市町村
（検診実施主体）

国

HPV検査単独法実施

HPV検査単独法実施

自治体支援

体制整備

関係者の理解・協力等

市町村A

市町村B

◼ 令和５年度中に指針改正を行い、公表予定。HPV検査単独法に係る詳細を記載した検診マニュアルが別途公表され
る予定。

◼ これにより、令和６年４月１日より、体制整備、関係者の理解・協力等が得られた市町村から順次、指針に基づく
HPV検査単独法の導入が可能となる。

指針改正

体制整備

関係者の理解・協力等

※体制整備、関係者の理解・協力等が得られている場合、令和６年度からの導入も可能



参考④：自治体・医療機関等における事前準備の支援について
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